
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

　

平
成
22
年
2
月
1
日
現
在
で
、

全
国
一
斉
に
「
農
林
業
の
国
勢
調

査
」
と
い
わ
れ
る
2
0
1
0
年
世

界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
今
後
の
農
林
業

の
政
策
に
役
立
て
る
た
め
に
5
年

ご
と
に
実
施
さ
れ
る
極
め
て
大
切

な
調
査
で
す
。

　

1
月
中
旬
か
ら
、
農
林
業
を
営

ん
で
い
る
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
調

査
員
が
訪
問
し
て
、
調
査
票
に
農

林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

企
画
政
策
課
（
内
線
2
1
4
）

水
戸
地
方
法
務
局
証
明
書
交
付

窓
口
が
市
役
所
本
所
に
開
設

　

水
戸
地
方
法
務
局
笠
間
出
張
所

が
、
昨
年
11
月
24
日
を
も
っ
て

水
戸
地
方
法
務
局
本
局
に
統
合
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
証
明
書
交
付

サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
窓
口
が
、
市
役

所
本
所
に
開
設
さ
れ
ま
す
。

取
り
扱
う
事
務
▽

○ 

不
動
産
登
記
の
全
部
事
項
お
よ

び
現
在
事
項
証
明
書
・
閉
鎖
事

項
証
明
書
（
電
算
化
分
）

○ 

商
業
・
法
人
登
記
の
履
歴
事
項

全
部
お
よ
び
一
部
証
明
書
・
現

在
事
項
お
よ
び
一
部
証
明
書
・

閉
鎖
事
項
証
明
書
（
電
算
化

分
）・
代
表
者
事
項
証
明
書

○
会
社
・
法
人
の
印
鑑
証
明
書

開
設
場
所
▼
市
役
所
本
所
1
階

開
設
日
時
▼
1
月
18
日
㊊
か
ら

（
予
定
）
平
日
午
前
9
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

※ 

登
記
印
紙
は
市
役
所
本
所
会
計

課
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

水
戸
地
方
法
務
局

℡
0
2
9
（
2
2
7
）
9
9
2
2

飼
料
用
米
種
子
の
販
売
数
量

の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

　

新
た
な
水
田
農
業
政
策
で
は
、

自
給
力
の
向
上
と
水
田
農
業
所
得

の
確
保
の
た
め
、新
規
需
要
米（
飼

料
用
・
稲
発
酵
飼
料
用
等
）
の
作

付
け
に
、
手
厚
い
支
援
が
検
討
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
政
策
を
活
用
し

て
食
料
自
給
率
と
転
作
達
成
率
の

向
上
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
平
成
22
年
に
新
規
需
要
米
の

作
付
け
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

品
種
▼
ベ
コ
ゴ
ノ
ミ
、
ベ
コ
ア
オ

バ
、
夢
あ
お
ば
、
ホ
シ
ア
オ
バ
、

ク
サ
ホ
ナ
ミ
、
ク
サ
ノ
ホ
シ
、
モ

ミ
ロ
マ
ン
、
ハ
マ
サ
リ
、
リ
ー
フ

ス
タ
ー
、
ニ
シ
ア
オ
バ
、
タ
チ
ア

オ
バ

発
芽
率
▼
85
％
以
上

販
売
金
額
▼
5
2
5
円
／
㎏
（
平

成
21
年
実
績
）

配
布
予
定
▼
3
月
中
旬
以
降

申
込
期
限
▼
2
月
10
日
㊌

・

農
政
課
（
内
線
5
2
6
）

笠
間
地
区
お
よ
び
水
戸
建
築
高

等
職
業
訓
練
校
の
生
徒
募
集

　

訓
練
生
は
、
職
場
で
建
築
大
工

職
と
し
て
現
場
作
業
の
実
施
指
導

を
受
け
な
が
ら
、
各
校
で
3
年
間

就
学
（
夜
間
授
業
）
す
る
と
、
2

級
技
能
士
の
受
験
資
格
が
得
ら
れ

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
技
能
照
査
（
卒
業
試

験
）
に
合
格
す
る
と
学
科
試
験
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
▼
中
学
校
、
高
等
学
校
、
専

門
学
校
を
卒
業
（
見
込
者
含
む
）

し
て
、
事
業
所
に
建
築
大
工
職
と

し
て
就
職（
見
込
者
含
む
）し
た
方
。

授
業
料
▼
年
間
3
万
円
（
笠
間
）、

年
間
6
万
円
＋
推
進
協
力
会
費

5
千
円
（
水
戸
）

申
込
方
法
▼
各
校
に
用
意
し
て
あ

る
入
校
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
事
業
主
を
経
由
し
て
各

校
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
▼
3
月
31
日
㊌
（
笠

間
）、
4
月
10
日
㊏
（
水
戸
）

・

笠
間
地
区
建
築
高
等
職
業

訓
練
校　

岡
野

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
6
0
6
7

水
戸
建
築
高
等
職
業
訓
練
校

田
所

℡
0
2
9
（
2
2
6
）
0
4
0
5

「
普
通
救
命
講
習
会
」
の
受

講
者
を
募
集　

※
参
加
無
料

　
「
普
通
救
命
講
習
会
」
を
毎
月

開
催
し
ま
す
。

　

不
整
脈
が
原
因
で
止
ま
っ
て
し

ま
っ
た
心
臓
を
正
常
な
リ
ズ
ム
に

戻
す
に
は
、
一
刻
も
早
く
A
E
D

で
心
臓
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

る
こ
と
と
、
正
し
い
心
臓
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

消
防
本
部
で
は
、
質
の
高
い
心
臓

マ
ッ
サ
ー
ジ
と
A
E
D
を
使
っ
た

救
命
講
習
会
を
毎
月
開
催
し
て
い

ま
す
。
1
人
で
も
多
く
の
方
の
命

が
救
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を

心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

日
時
▼
毎
月
第
2
日
曜
日　

午
前

9
時
〜
正
午
予
定
（
集
合
時
間
：

午
前
8
時
45
分
）

会
場
▼
笠
間
市
消
防
本
部
ほ
か

受
講
資
格
▼
市
内
に
在
住
・
在
学
・

在
勤
の
方

定
員
▼
30
名
（
先
着
順
）

申
込
方
法
▼
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
最
寄
り
の
消
防
署

へ
提
出
す
る
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
申
請
書

は
笠
間
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

　

ま
た
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
普
通
救
命
講
習
会
定
期
開
催
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・

笠
間
市
消
防
本
部
警
防

課
・
笠
間
消
防
署

℡
0
2
9
6
（
７
３
）
0
1
1
9

℻  
0
2
9
6
（
７
２
）
9
9
1
0

友
部
消
防
署

℡
0
2
9
6
（
７
８
）
0
1
1
9

℻  
0
2
9
6
（
７
８
）
3
2
3
2

岩
間
消
防
署

℡
0
2
9
9
（
４
５
）
0
1
1
9

℻  
0
2
9
9
（
４
５
）
5
9
9
9
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城
里
町
総
合
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

（
う
ぐ
い
す
の
里
、
ふ
れ
あ
い
の
里
、

山
び
こ
の
郷
）の
ご
案
内（
城
里
町
）

　

城
里
町
に
あ
る
3
つ
の
キ
ャ
ン

プ
場
の
平
成
22
年
度
の
予
約
受
付

は
2
月
1
日
㊊
か
ら
で
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
「
う
ぐ
い
す
の
里
」

℡
0
2
9
（
2
8
9
）
4
3
2
1

「
ふ
れ
あ
い
の
里
」

℡
0
2
9
（
2
8
8
）
5
5
0
5

「
山
び
こ
の
郷
」

℡
0
2
9
6
（
８
８
）
3
1
5
7

　寒い季節は食中毒の心配がない・・なんて油断してい
ませんか？
　実はノロウイルスによる食中毒は冬が本番です。汚染
されたカキなど２枚貝の加熱不十分のほか、近年は感染
した人が調理した食品による食中毒事件が多く発生して
います。ノロウイルスはとても小さいため、簡単な手洗
いでは落ちません。また、アルコール消毒に強いという
特徴があります。

●水戸保健所ホームページ●
URL  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitohc/

ノロウイルス食中毒にご注意！

　茨城県環境保全事業団が、笠間市福田に「エコフロンティアかさま」
を開設してから4年が経過しました。
　この間、エコフロンティアかさま監視委員会（青木邦久委員長以下
14名）は、工事中の監視も含め、同施設が市民生活や周辺環境に対し
て安全性が図られているか、受入基準が守られているか等を確認するた
め、データや目視による監視活動を続けてきました。
　監視委員会の活動状況については、「広報かさま」に毎月掲載してい
ますが、今回は、これまでに実施した監視活動の結果を項目ごとに報告
します。
１．大気
　①　環境大気（常時監視）
　　 二酸化硫黄・二酸化窒素とも環境基準を満たしている。なお、浮遊

粒子状物質は環境基準を超えたときがあるが、施設の影響によるも
のではない。

　②　溶融炉排ガス
　　 硫黄酸化物・窒素酸化物・ダイオキシン類等すべての項目での法定基
準および自主管理基準値を満たしている。なお、常時監視では、最
大値でばいじん以外の項目で自主管理基準値を超えるときがある。

２．騒音等
　 　環境騒音・道路交通騒音・交通量については、施設工事前と同様か
減少傾向にある。

３．施設振動
　　規制基準を下回る低いレベルである。
４．悪臭
　　規制基準を超えたことはない。

１月14～22日／
福祉作文「私のおじい
さん」
１月23～31日／
岩間の伝え話「ふたご塚」
２月１～10日／
大原支部だよりから「お
おはらの子」

■市県民税　４期
■国民健康保険税　
　　　　　　８期

納付期限
　２月１日（月）

５．最終処分場発生ガス
　 　微量の硫化水素が検出された時期もあったが、現在は検出されてい
ない。

６．水質
　①　場内モニタリング井戸
　　 ４井戸中３井戸は環境基準を満たしたが、１井戸は砒素が環境基準
を上回った。これは地質の自然由来の影響と考えられる。

　②　周辺井戸モニタリング
　　工事前調査と同様の傾向である。
　③　事業場雨水排水
　　有害物質はほとんどが定量下限値未満である。
　④　最終処分場地下水
　　 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の多くが定量下限値未満である。
　⑤　最終処分場浸出水
　　放流水はすべての項目で下水道施設への排除基準を下回っている。
　⑥　河川水質
　　 生活排水の影響と思われる大腸菌群数が環境基準を超えていたが、
その他はすべて環境基準値未満である。

７．河川底質
　　基準値の設定されている項目は、すべて基準を満たしている。
８．土壌
　　環境基準の設定されている項目は、すべて基準を満たしている。
９．動植物類
　 　トンボについては「オゼイトトンボ」「ハッチョウトンボ」等37種
が確認され、シラン等は異常が認められない。

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告

監視委員会活動の様子
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